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株式会社中三発行の商品券をお持ちの皆様へ 

 

 

 

 株式会社 中三（以下「当社」という）については、平成２３年３月３０日、青森

地方裁判所に民事再生手続開始の申立を行い、同日付で同裁判所より弁済禁止等を内

容とする保全処分の決定が下されました。 

 これにより当社が発行している商品券は使用できなくなっております。今後の取り

扱いについては当社において関係先と協議中であり、対応が決定され次第当社及び東

北財務局のＨＰ等でお知らせ致します。 

したがいまして、お手持ちの商品券は大切に保管して

いただくようお願いします。 

 

 

なお、本件に関する照会は株式会社中三まで連絡をお願いします。 

 ・青森本店  ＴＥＬ 017－777－3131（代表） 

・弘 前 店  ＴＥＬ 0172－34－3131（代表） 

・盛 岡 店  ＴＥＬ 019－625－1800（代表） 

◎臨時フリーダイヤル 0120－737331 ※本ダイヤルは４月末日までの予定です 

 

 

 

 

  


